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議案第２２号  

羽生市給水条例の一部を改正する条例  

羽生市給水条例（平成１０年羽生市条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第６条第１項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。  

第８条の見出し中「施工」を「施行」に改め、同条第１項中「施工

する」を「これを施行する」に改め、同条第２項中「施工する」を

「施行する」に、「工事竣工」を「しゅん工」に改める。  

第２２条の表を次のように改める。  

（１）  専用給水装置（一般用）  

メーターの口径  １か月当たりの

基本料金（１０

立方メートルまで） 

１か月当たりの超過料金（１立

方メートルにつき）  

１３ミリメート

ル  

１，２５０円  １０立方メートルを超え２０立

方メートルまで  １４５円  

２０立方メートルを超え３０立

方メートルまで  １６５円  

３０立方メートルを超え５０立

方メートルまで  １９０円  

５０立方メートルを超え１００

立方メートルまで  ２１５円  

１００立方メートルを超え２００

立方メートルまで  ２４０円  

２００立方メートルを超え５００

立方メートルまで  ２６０円  

５００立方メートルを超えるも

の  ２８０円  

２０ミリメート

ル  

１，３００円  

２５ミリメート

ル  

１，４００円  

３０ミリメート

ル  

１，５５０円  

４０ミリメート

ル  

２，５００円  

５０ミリメート

ル  

６，５００円  

７５ミリメート

ル  

１５，０００円  
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１００ミリメー

トル  

２５，０００円   

２００ミリメー

トル  

４５，０００円   

（２）  専用給水装置（湯屋営業用）  

１か月当たりの基本料金  １か月当たりの超過料金  

１００立方メートルまで ８，０５０円 １立方メートルにつき８０円  

（３）  専用給水装置（臨時用）  

メーターの口径  １か月当たりの

基本料金（１０

立方メートルまで） 

１か月当たりの超過料金（１立

方メートルにつき）  

１３ミリメート

ル  

２，５００円  １０立方メートルを超え２０立

方メートルまで  ２９０円  

２０立方メートルを超え３０立

方メートルまで  ３３０円  

３０立方メートルを超え５０立

方メートルまで  ３８０円  

５０立方メートルを超え１００

立方メートルまで  ４３０円  

１００立方メートルを超え２００

立方メートルまで  ４８０円  

２００立方メートルを超え５００

立方メートルまで  ５２０円  

５００立方メートルを超えるも

の  ５６０円  

２０ミリメート

ル  

２，６００円  

２５ミリメート

ル  

２，８００円  

３０ミリメート

ル  

３，１００円  

４０ミリメート

ル  

５，０００円  

５０ミリメート

ル  

１３，０００円  

７５ミリメート

ル  

３０，０００円  

１００ミリメー

トル  

５０，０００円  
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２００ミリメー

トル  

９０，０００円   

第２２条に次の１項を加える。  

２  前項の規定にかかわらず、私設消火栓を使用したときの料金は、

１回当たり１０分ごとに１，０５０円とする。１０分に満たない場

合であっても、１０分として計算するものとする。  

第３３条第２項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に

改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２２条

の表の改正規定及び同条に１項を加える改正規定は、同年１２月１

日から施行する。  

（経過措置）  

２  前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に徴収する水道料金

のうち、その算定の基礎となる使用期間に令和６年１１月３０日以

前の日を含むものの水道料金の算定については、なお従前の例によ

る。  

令和６年２月１９日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 

 


